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定 例 教 育 委 員 会 議 案 等 の 概 要 

議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

報告 

 

１ 件   名 

   令和４年度採用茨城県公立学校教員選考試験志願状況について 

 

２ 提案理由等 

令和４年度採用茨城県公立学校教員選考試験の志願状況について報告す

るもの 

 

３ 内   容 

（１）採用予定人数 

   小 学 校 約390名   中 学 校   約290名 

   高等学校 約130名   特別支援学校 約90名 

（２）志願状況 

    (志願者数、志願の特例、特別選考試験等の志願状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 提 案 課 

   学校教育部義務教育課 

（高校教育課、特別支援教育課、保健体育課） 

 

資料 

番号 

① 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第10号議案 

 

１ 件   名 

   茨城県教職員住宅管理規程を廃止する訓令について 

 

 

２ 提案理由等 

   水戸地区見和住宅を廃止したことにより、全教職員住宅の廃止が完了し

たため、茨城県教職員住宅管理規程（昭和42年教育委員会訓令第２号）を

廃止しようとするもの 

 

 

３ 内   容 

教職員住宅については、新・茨城県教職員住宅再編計画に基づき、計画

的に廃止を行ってきたところであるが、今回、水戸地区見和住宅を廃止し

たことにより、全教職員住宅の廃止が完了したため、茨城県教職員住宅管

理規程を廃止する。 

 

 

４ 施 行 日 

   公布の日 

 

 

５ 提 案 課 

  総務企画部福利厚生課 

 

資料 

番号 

② 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第11号議案 

 

１ 件   名 

茨城県県立学校管理規則等の一部を改正する規則について 

 

 

２ 提案理由等 

県立高等学校改革プランの実施プランⅠ期（第１部）に基づき、新たに

併設型中学校２校を設置すること等に伴い、所要の改正をしようとするも

の 

 

 

３ 内   容 

茨城県県立学校設置条例（昭和39年条例第22号）の一部改正により県立

中学校２校を新設することに伴い、次の関係規則を改正する。 

併せて、学年進行による生徒定員を改正する。 

（１）改正する規則の名称 

・茨城県県立学校管理規則（昭和35年教育委員会規則第６号） 

・茨城県県立高等学校学則（昭和35年教育委員会規則第７号） 

・茨城県県立中等教育学校学則（平成19年教育委員会規則第９号） 

・茨城県県立中学校学則（平成23年教育委員会規則第９号） 

（２）改正の内容 

ア 概 要 

① 併設型の中高一貫教育を実施する学校として新設する中学校と併設

する高等学校を規定 

② 新設する中学校の名称、位置、生徒定員等を規定 

・下妻第一高等学校附属中学校（40人） 

・水海道第一高等学校附属中学校（40人） 

③ 令和２年度開校５校の学年進行に伴い生徒定員を改正（80人→120人） 

④ 令和３年度開校３校の学年進行に伴い生徒定員を改正 

（水戸一附中・土浦一附中 80人→160人、勝田中等 120人→240人） 

イ 施行期日 

令和３年７月１日 

（令和２年度開校５校及び令和３年度開校３校の生徒定員 

：令和４年４月１日） 

 

４ 提 案 課 

   学校教育部高校教育課 

 

 

資料 

番号 

③ 
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議案等 議案（報告）及び改正内容等 備考 

 

第12号議案 

 

１ 件   名 

茨城県県立学校処務規程の一部を改正する訓令について 

 

 

２ 提案理由等 

県立高等学校改革プランの実施プランⅠ期（第１部）に基づき、新たに

併設型中学校２校を設置することに伴い、所要の改正をしようとするもの 

 

 

３ 内   容 

茨城県県立学校設置条例（昭和39年条例第22号）の一部改正により新た

に設置される県立中学校２校について、「学校を表示する記号」（文書記

号）を定める。 

 

学校名 記号 

下妻第一高等学校附属中学校 妻一附中 

水海道第一高等学校附属中学校 海一附中 

 

 

４ 提 案 課 

   学校教育部高校教育課 

 

資料 

番号 

④ 

 


